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令和 5 年 10 月号 

 

 

10 月 20 日はリサイクルの日です 
 

 「10 がひとまわり、20 がふたまわり」という語呂合わせで、日本リサイクルネットワー

ク会議が平成２年に制定しました。この記念日が発展して、毎年 10 月を「３Ｒ推進月間 」

と定め、様々な普及啓発活動を実施しています。３Ｒ（スリーアール・さんあーる）とは、

Reduce（リデュース）、Reuse（リユース）、Recycle（リサイクル）の総称です。 

 

10 月 30 日は食品ロス削減の日です 
 

 令和元年に施行された、食品ロスの削減の推進に関する法律により制定された「食品ロス

削減の日」は、松本市が発祥の「残さず食べよう！30・10 運動」に由来するものです。 

 30・10(さんまるいちまる)運動とは、宴会や会食で、「最初の 30 分間と最後の 10 分

間はお料理を楽しむことで食べ残しを減らしましょう」という運動です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

木曽クリーンセンター 

リ サ イ ク ル だ よ り 
木曽町福島 7709  ℡(0264)24-3131 

回覧 

裏面もご覧ください 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 木曽クリーンセンターへ社会科見学に訪れる、小学４年生に配布しているパンフレットか

ら抜粋しました。 

 引き続き、リサイクルの推進によるごみの減量にご理解・ご協力をよろしくお願いします。 

 

木曽広域連合ホームページでカラー版をご覧いただけます。http://www.kisoji.com 
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